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少
子

高
齢

化
が

急
速
に
進

展
し
、
若

者
、
女

性
、
高
齢

者
、
障

害
者

な
ど
働
く
こ
と
が

で
き
る
人

全
て
の

就
労

促
進

を
図

り
、
社

会
を
支

え
る
全

員
参

加
型
社

会
の

実
現

が
求
め
ら
れ

て
い
る
中
、
高

齢
者

の
就
労

促
進

の
一

環
と
し
て
、
継

続
雇
用

制
度

の
対

象
と
な
る
高

年
齢

者
に
つ
き
事

業
主
が

定
め
る
基

準
に
関

す
る
規

定
を
削

除
し
、
高

年
齢

者
の

雇
用
確

保
措

置
を
充

実
さ
せ
る
等

の
所

要
の

改
正

を
行

う
。

施
行
期
日
：
平
成
２
５
年
４
月
１
日

４
．
高

年
齢

者
雇

用
確

保
措

置
の

実
施
及

び
運

用
に
関

す
る
指

針
の

策
定

（
衆

議
院

で
の

修
正

）

・
事
業
主
が
講
ず
べ

き
高
年
齢
者

雇
用

確
保

措
置

の
実
施

及
び
運

用
に
関

す
る
指

針
の

根
拠

を
設

け
る
。

１
．
継

続
雇

用
制

度
の

対
象

者
を
限

定
で
き
る
仕

組
み

の
廃

止

・
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
と
な
る
高

年
齢
者

に
つ
き
事
業

主
が

労
使

協
定

に
よ
り
定

め
る
基
準

に
よ
り
限
定

で
き
る
仕

組
み

を
廃
止
し
、
定
年
後
の
雇
用

の
希

望
者

全
員
が

継
続

雇
用

制
度

の
対
象

に
な
る
よ
う
に
す
る
。

２
．
継

続
雇

用
制

度
の

対
象

者
を
雇

用
す
る
企

業
の
範

囲
の
拡

大

・
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
と
な
る
高

年
齢
者

が
雇

用
さ
れ

る
企

業
の
範

囲
を
グ
ル

ー
プ
企

業
ま
で
拡
大

す
る
仕
組

み
を

設
け
る
。

３
．
義

務
違

反
の

企
業

に
対

す
る
公

表
規

定
の

導
入

・
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
義
務

に
関

す
る
勧

告
に
従
わ

な
い
企

業
名
を
公

表
す
る
規

定
を
設

け
る
。

５
．
そ
の

他

・
厚

生
年
金
（
報
酬
比
例
部
分

）
の

受
給
開

始
年

齢
に
到

達
し
た
以

降
の

者
を
対

象
に
、
基

準
を
引

き
続

き
利

用
で
き
る

１
２
年
間
の
経
過
措
置
を
設
け
る
ほ

か
、
所

要
の

規
定

の
整

備
を
行

う
。

「
高
年
齢
者
等
の
雇
用

の
安

定
等

に
関
す
る

法
律

の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
」
の
概
要

【
平

成
２
４
年

８
月

２
９
日

成
立

】
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特
別

支
給

の
老

齢
厚

生
年

金
（
報

酬
比

例
部

分
）

特
別

支
給

の
老

齢
厚

生
年

金
（
定

額
部
分

）

60
歳

61
歳

62
歳

63
歳

64
歳

65
歳

20
25

年
４
月

報
酬

比
例

部
分

引
上
完

了

20
13

年
４
月

定
額

部
分

引
上

完
了

20
01

年
４
月

定
額

部
分

引
上

開
始

20
13

年
４
月

報
酬
比

例
部

分
引
上

開
始

○
年
金
制
度
改
革
に
よ
り
厚

生
年

金
の

支
給

開
始

年
齢

が
段

階
的

に
引
上

げ

年
金

支
給

と
雇

用
と

の
接

続
が

課
題

20
04

年
４
月

20
07

年
４
月

20
10

年
４
月

20
16

年
４
月

20
19

年
４
月

20
22

年
４
月

老
齢

厚
生

年
金

（
報

酬
比
例

年
金
）

老
齢

基
礎

年
金

厚
生
年
金

の
支
給
開

始
年
齢

の
引

上
げ

公
的
年
金
（
厚
生
年
金
）
の
支

給
開
始
年
齢
の
引
上
げ
に
よ
り
、
現
在
の
高
年

齢
者
雇

用
制

度
の

ま
ま

で
は
、

平
成

2
5

年
度
に
は
、
6
0
歳
定
年
以
降
、

継
続
雇
用
を
希
望
し
た
と
し
て
も
、
雇
用
が

継
続

さ
れ
ず

、
ま

た
年

金
も

支
給
さ

れ
な

い
こ
と
に
よ
り
無
収
入
と
な
る

者
が
生
じ
る
可
能
性
。

無
年

金
・
無

収
入

と
な
る

者
が

生
じ
る
可

能
性
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○
現
在

の
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
基
づ
く
高
年
齢
者
雇
用
制
度
に
お
い
て

、
定
年

を
定

め
る

場
合

に
は
、

6
0
歳

を
下

回
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
法
第

８
条
）
。

○
6
5
歳
未
満
の
定
年
を
定
め
て
い
る
事
業
主
に
対
し
て
、
6
5
歳
ま
で
の
雇
用

を
確

保
す

る
た

め
、

次
の

い
ず
れ

か
の

措
置
（
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置

）
を
導
入
す
る
義
務
（
法
第
９
条
）
が
、
平
成

1
6
年

改
正
で

す
で

に
義

務
付

け
ら
れ

て
い

る
。

①
定
年
の
引
上
げ

②
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
（
労

使
協

定
に
よ
り
基
準

を
定

め
た
場

合
は

、
希

望
者

全
員

を
対

象
と
し
な
い
制

度
も
可

）
③

定
年
の
定
め
の
廃
止

・
高

年
齢

者
雇

用
確

保
措

置
導

入
割

合
：
92
.3
％

・
過

去
一

年
間

の
定

年
到

達
者

（
約
37

万
人
）
の
う
ち
、
基
準
に
該
当
せ
ず
離

職
し
た
者
の
割
合

：1
.2
％
（
約
4,
40
0人

）
（
と
も
に
31

人
以

上
規

模
企

業
を
集

計
。
20
13

（
平
成
25

年
）６

月
１
日

現
在
）

い
ず
れ

か
の

措
置

の
実

施
が

す
で
に

義
務

化
さ
れ

て
い
る

下
線

部
分

は
、
平

成
2
5
年

４
月

か
ら
廃

止
（
平

成
2
4
年

の
法

改
正

）

継
続

雇
用

制
度
の
対

象
者
を

限
定
で
き

る
仕

組
み

の
廃

止

※
い
ず
れ

か
の
措
置
を
会
社
の
制
度
と
し
て

導
入

す
る
義

務
で
あ
り
、
個

々
の

労
働

者
の

雇
用

義
務

で
は

な
い

※
定

年
引

上
げ
の

義
務

化
で
は

な
い
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※
自

社
以

外
の

場
合

に
は

、
自

社
と
の
雇
用
先
に
な
る
法
人
と
の
契
約
が
必
要

雇
用

主
と
な
る
範

囲
（
グ
ル
ー
プ
企
業
の
範
囲
）

≪
規
則
第
４
条
の
３
第
１
項

≫

親
子
法
人
等

関
係

関
連
法
人
等
関
係

親
法

人
等

≪
規

則
第

４
条

の
３

第
１
項

第
２
号
≫

親
法

人
等

の
子

法
人

等
（
い
わ

ゆ
る
兄

弟
会

社
）

≪
規

則
第

４
条

の
３

第
１
項

第
３
号

≫

自
社

親
法

人
等

の
関

連
法

人
等

≪
規

則
第

４
条

の
３

第
１
項

第
５
号
≫

関
連

法
人

等

≪
規

則
第

４
条

の
３

第
１
項

第
４
号
≫

子
法

人
等

≪
規

則
第

４
条

の
３

第
１
項

第
１
号
≫

継
続

雇
用

制
度

の
対

象
者
を

雇
用
す
る

企
業
の

範
囲

（
雇

用
主

と
な

る
範

囲
）

継
続
雇
用
制
度
の
対
象
と
な
る

高
年

齢
者

が
雇

用
さ

れ
る

企
業

の
範

囲
を

グ
ル

ー
プ

企
業

ま
で

拡
大

す
る

仕
組
み
を
設
け
る
。
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65
歳

64
歳

62
歳

63
歳

61
歳

60
歳

H28.4.1

H31.4.1

H25.4.1

老
齢

厚
生

年
金

（
報

酬
比

例
部

分
）

受
給

開
始

年
齢

H23.4.1

H24.4.1

H26.4.1

H27.4.1

H29.4.1

H30.4.1

改
正

法
施

行

希
望

者
全

員
を
対

象
と
す
る

継
続

雇
用

制
度

年
金

を
受
給

H32.4.1

H33.4.1

H34.4.1

H37.4.1

H38.4.1

H36.4.1

H35.4.1

改
正

法
施

行
経

過
措

置
期

間
終

了

H
24

年
度

に
58

歳
、

59
歳

に
な
る
者
は

61
歳

か
ら
年

金
支
給

H
24
年

度
に

56
歳
、

57
歳
に
な
る
者

は
62
歳

か
ら
年

金
支

給

H
24

年
度

に
54

歳
、

55
歳

に
な
る
者
は

63
歳

か
ら
年

金
支

給

H
24
年

度
に

52
歳
、

53
歳
に
な
る
者
は

64
歳

か
ら
年

金
支

給

H
24

年
度

に
58

歳
、

59
歳

に
な
る
者
は

61
歳

か
ら
年

金
支
給

H
24
年

度
に

56
歳
、

57
歳
に
な
る
者

は
62
歳

か
ら
年

金
支

給

H
24

年
度

に
54

歳
、

55
歳

に
な
る
者
は

63
歳

か
ら
年

金
支

給

H
24
年

度
に

52
歳
、

53
歳
に
な
る
者
は

64
歳

か
ら
年

金
支

給

現
行
の
高
齢
法
第
９
条
第
２
項

に
基

づ
く

継
続

雇
用

制
度

の
対

象
者

を
限

定
す

る
基

準
を

設
け

て
い

る
事

業
主
は
、
老
齢
厚
生
年
金
（
報
酬

比
例

部
分

）
の

受
給

開
始

年
齢

に
到

達
し

た
以

降
の

者
を

対
象

に
、

そ
の

基
準
を
引
き
続
き
利
用
で
き
る
１

２
年

間
の

経
過

措
置

を
設
け

る
。

経
過
措
置

の
イ
メ
ー

ジ

こ
の

年
齢

に
達

し
て
か

ら
継

続
雇

用
制

度
の

対
象

者
基

準
を
利

用
で
き
る

例
え
ば

、
平

成
26

年
度

（
20
14

）に
61

歳
に
な
る
者

（
昭

和
28

年
度

（
19
53

）生
ま
れ

）は
、
こ
の

年
齢
か

ら
年

金
受

給
。

企
業

が
基

準
を
利

用
で
き
る
の

も
こ
の

年
齢

か
ら
。
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